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【ドイツ】男女間賃金格差是正のための同一労働同一賃金法制 
主幹 海外立法情報調査室 泉 眞樹子 

＊男女間賃金格差是正を目的として、同一（価値）労働同一賃金を実現するために、「賃金

構造の透明性を促進する法律」が 2017 年 6 月 30 日に制定され、7 月 6 日に施行され

た。

1 男女間賃金格差と是正策

ドイツの男女間賃金格差については、2016年で男性の平均賃金が女性のそれを約21%上

回っており、EU平均の16%より高い。特に旧西ドイツの州平均は23%で、旧東ドイツの州

平均8%に比べ、際立って高いままである。ドイツでは民間企業における男女平等の実現に

ついて、長らく企業の自主的取組に任されてきた（注1）が、進捗が芳しくないため、近年、

積極的に格差是正策が打ち出されるようになった。男女平等と経済活性化を実現するため

に、保育施設拡充（2008年に開始。本誌p.30も参照。）、法定最低賃金導入（BGBl. 2014 I S.1348. 

2015年1月）、介護時間・家族介護時間の改正（BGBl. 2014 I S.2462. 2015年1月）、女性クオ

ータ制導入（BGBl. 2015 I S. 642, 643. 2015年5月）が行われてきた。これらに続き、2017年

6月には男女間賃金格差是正を目的として、「賃金構造の透明性を促進する法律」（注2）が

制定され、7月に施行された。労働者の性による差別を認めず、同一又は同一価値の労働に

は同一の賃金を支払うという、同一（価値）労働同一賃金原則を明記した同法により、男

女間賃金格差是正に向けた具体的な取組が開始されることとなった。

2 賃金構造の透明性を促進する法律の概要

(1) 審議経過

法案は、2017年1月12日に連邦政府から連邦参議院に提出され、女性若者委員会、労働統

合社会政策委員会、経済委員会の3委員会で審査された。より小規模な企業も対象とする等

の委員会修正提案がなされたものの、本会議では2月10日に政府提出法案のまま可決、連邦

議会に送付された。連邦議会では、野党の同盟90/緑の党から3本の修正案が提案されたが

いずれも否決され、3月30日に政府提出法案が可決された。5月12日、連邦参議院の同意に

より成立、6月30日に連邦大統領認証を得て、7月6日に連邦官報に公布、施行された。  

(2) 法の概要

同法は、第1章で「女性と男性の間の賃金の透明性を促進するための法律（賃金透明法）」

（注3）を制定し、第2章で社会法典第3編（雇用促進）を改正する。  

前者の賃金透明法は4節全25か条から成り、その主な内容は以下のとおりである（注4）。  

① 同一又は同一価値の労働に対し男女間で同一の賃金を命じる根本原則と概念を定義。 

② 対象となる従業員とは、被用者、連邦公務員、連邦判事、兵士、家内労働従事者等。

③ 従業員200人超の企業の従業員に対し、個人による情報請求権を法施行6か月後（2018

年1月6日）に導入し、同時に情報請求権活用に当たり事業所委員会（注5）を強化。
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④ 従業員500人超の民間企業に対し、同一賃金に係る調査と実現に取り組むよう要請。 

⑤ 従業員500人超の企業に対し、商法典に規定する状況報告義務の一環として、男女間

の平等及び同一賃金に係る企業の取組と成果を報告する義務を導入。

⑥ 連邦政府は同法の効果を評価し、最初の報告を施行2年後、その後4年ごとに公表。

⑦ 連邦行政機関、連邦裁判所、公的企業等の平等問題担当官と、企業で男女平等問題を

担当する者は、男女間の同一（価値）労働同一賃金の実現に関し同法の執行を推進。 

後者の社会法典第3編改正部分は、雇用エージェンシーの就労支援活動において、男女の

職業多様性拡大のため、「ジェンダーに敏感」（注6）な助言を行うことを規定している。  

3 今後の展望 

マヌエラ・シュヴェジヒ（Manuela Schwesig）連邦家族女性大臣（社会民主党所属）は、

法律に同一（価値）労働同一賃金原則を明記したことを評価し、長期的には企業文化や社

会の変革につながることを確信するとしている。一方、法案に反対した野党は、女性の多

くは中小企業で働いているため、従業員200人超企業だけでは実効性に欠け、また女性が単

身で訴訟を起こすのはリスクが高すぎ団体訴権は不可欠であると主張していた。（注7）  

EUは、「透明性を通じた男女間の同一賃金原則の強化に関する2014年3月7日の委員会勧

告」（注8）を通じて、加盟国に対し、直接的及び間接的賃金格差を効果的に排除及び阻止

することを目指し、企業の賃金構造や職務評価の基準とその方法に関して情報公開を進め

て透明性を高めることを勧奨している。また、2015年末に発表された「男女平等へ向けた

戦略的取組2016-2019」（注9）でも、2020年までに女性の雇用率を75%に引き上げ、男女間

の賃金格差を解消すること等を目標に掲げている。EUの中心的加盟国であるドイツは、男

女平等というEUの中心理念実現に向け、今後も継続的な努力が求められる。  

注（インターネット情報は 2017 年 7 月 13 日現在である。）
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